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（１） 背景・目的

救急業務に関する取組状況については、地域によって差が生じている。このため、アンケート

調査により実態を把握していくとともに、毎年度の重点課題を設定した上で、消防庁が都道府県

の担当部局とともに全国の消防本部を個別訪問し、必要な助言を行うことにより、救急業務の全

国的なレベルアップを図っていくことが必要である。

（「平成２８年度救急業務のあり方に関する検討会報告書」における提言）

○ 都道府県の消防担当部局を訪問し、重点課題等に関する取組状況を聴取するとともに、

各消防本部に対するフォローアップ方針を確認

○ 都道府県の消防担当部局とともに消防本部を訪問し、現状と課題の認識を共有

（先進的な取組については他の消防本部への展開を促進

また、課題については必要に応じて助言）

○ 各都道府県を３年に１回程度訪問

（２） フォローアップの方針
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＜アンケートによる実態調査項目＞

・♯7119の実施状況と必要性

・転院搬送ガイドラインの策定状況

・傷病者の搬送及び受入れ実施基準に関する状況

・救急救命士の資格を有する救急隊員数等の推移

・指導救命士の認定状況

・保健所等と消防本部の協定締結状況

・ICT（スマートフォン・タブレット端末等）の導入状況

・救急ボイストラの導入状況

・搬送困難事例への対応 等

～アンケート調査結果 一部抜粋～

〈調査概要〉
調 査 対 象

調 査 方 法
調 査 期 間
回 答 率

47都道府県（消防防災主管部局、衛生主管部局）
47都道府県MC協議会、251地域MC協議会
728消防本部
電子ファイル送付によるアンケート調査
平成30年８月８日～９月25日（基準日：平成30年８月１日）
100％

① アンケート調査

（３） 昨年度の調査結果
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＜平成30年度（17府県47消防本部）＞ ～ 先進事例の紹介 一部抜粋 ～

救急救命活動時のインシデント・アクシデントへの対応（指導救命士の活用）

（甲府地区広域行政事務組合）

デジタルペンとスマートフォンを用いた救急医療情報システム（香川県）

② 個別訪問

日 程 都道府県 消防本部

５月23日～25日 香川県

高松市消防局
丸亀市消防本部
三観広域行政組合消防本部

８月 27日・28日 熊本県

熊本市消防局
阿蘇広域行政事務組合消防本部
有明広域行政事務組合消防本部

９月 20日・21日 静岡県

静岡市消防局
浜松市消防局
駿東伊豆消防本部

10月16日～18日 福岡県

北九州市消防局
筑後市消防本部
甘木・朝倉消防本部
糟屋南部消防組合消防本部

11月１日・２日 山口県

下関市消防局
萩市消防本部
美祢市消防本部

11月７日・８日 富山県

富山市消防局
高岡市消防本部
砺波地域消防組合消防本部

11月 13日・14日 沖縄県

那覇市消防局
石垣市消防本部
中城北中城消防本部

11月 21日 山梨県
甲府地区広域行政事務組合消防本部
富士五湖広域行政事務組合消防本部

12月 11日・12日 大阪府

大阪市消防局
豊中市消防局
富田林消防本部

12月17日～19日 長崎県

平戸市消防本部
五島市消防本部
県央地域広域市町村圏組合消防本部

12月 19日・20日 岩手県
盛岡地区広域消防組合消防本部
宮古地区広域行政組合消防本部

１月 22日・23日 徳島県

徳島市消防局
板野東部消防組合消防本部
海部消防組合消防本部

１月 22日・23日 高知県
高知市消防局
嶺北広域行政事務組合消防本部

2月 28日～３月１日 福島県

福島市消防本部
郡山地方広域消防組合消防本部
須賀川地方広域消防本部
白河地方広域市町村圏組合消防本部

３月 13日 千葉県
木更津市消防本部
市原市消防局

３月 18日・19日 岡山県
岡山市消防局
津山圏域消防組合消防本部

３月 20日 栃木県
塩谷広域行政組合消防本部
那須地区消防本部 インシデント・アクシデント記入用紙 研修会の様子
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（４） 今年度の取組

都道府県

取組状況の把握
救急統計分析

《都道府県の消防に関する所掌事務》

消防組織法第29条（抜粋）
第3号
消防統計及び消防情報に関する事項

第11号
市町村の行う救急業務の指導に関する事項

都道府県内
消防本部

都道府県

Ａ
消
防
本
部

Ｂ
消
防
本
部

Ｃ
消
防
本
部

個別訪問による
フォローアップ

消防庁

同行し必要な助言
先進事例の水平展開

都道府県
が選定

① 進め方

○ 都道府県が主体となり、各消防本部における救急業務への取組状況を把握
○ 救急統計を基に、都道府県消防担当部局が、都道府県内の各地域における救急需要や

救急活動時間の変化等について分析
○ 把握した取組状況や分析結果を基に、都道府県と消防庁が共同で消防本部を訪問

（都道府県によるフォローアップ、消防庁による助言）

＜フォローアップのイメージ＞



５ 救急業務に関するフォローアップ

5

○ 16道府県程度を訪問予定

② 訪問予定地域

平成29年度訪問

平成30年度訪問

令和元年度訪問（予定）

北海道※ 青森県

宮城県※ 秋田県

群馬県※ 神奈川県※

福井県 愛知県

滋賀県 京都府

兵庫県 和歌山県

島根県 大分県※

宮崎県 鹿児島県

※は既に実施済み

北 海 道 ６月５日～７日

宮 城 県 ５月15日～17日

群 馬 県 ６月14日

神奈川県 ７月16日

大 分 県 ７月23日・24日
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